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全国民間保育園経営研究懇話会 
経営懇ニュース 5月号（No.138）                 ２０１５年５月２７日 

162-0837 東京都新宿区納戸町 26-3 保育プラザ 3F  Tel03-6265-3174  Fax03-6265-3184  gsp10404@nifty.com  

会員のみなさん いかがおすごしですか。 
今月は、決算や理事会等、いつもにもまして忙しい月ではなかったでしょうか。 

 そのうえ、新制度です！現場で起こっていることをどう考えるのか、6月 7～8日の  

 学習会で学び、今後のとりくみの力にしていきましょう！ 

 

東京合研においでください！ 
 

第４７回全国保育団体合同研究集会（合研）ま

で、あと２ケ月あまりとなりました。 

私がはじめて合研に参加したのは、今から３５

年ほど前の長野県山ノ内町の合研でした。職場の

先輩の車に乗って、夜に出発し明け方到着、お寺

(？)で仮眠をとり全体会が行われていた体育館に

向かいました。階段をあがると、そこは全国から

の参加者であふれかえっていました。とにかく、

すごい人に圧倒されたのを今でも覚えています。 

体育館での歌声の集いや、分科会は教室がいっ

ぱいで窓から身を乗り出した聞いたこともあり

ました。提案をして様々な質問が出て、夜遅くま

で職場の同僚と自分達の保育について話し合っ

たこと、職場の先輩のや後輩たちとお酒を飲みな

がら、保育園ではなかなか話せないことを夜が明

けるまで話したこともありました。 

 東京ではじめて開催した７年前の第 40 回東京

合研では、運営の責任者をさせてもらい、東京の

仲間たちと全国の参加者を迎えるために苦労し

たことを今でも懐かしく思い出します。 

合研は語り合い、繋がりあい、学びあう素晴ら

しい場だと思います。 

 経営懇会員の皆さんと、東京で会えることを楽

しみにしています。 

安川信一郎 

（経営懇副会長、東京・砧保育園園長） 

 

＊経営懇は、合研集会での園長交流会をきっかけにうまれました。 合研集会の案内書が必要な方はご連絡ください。  
第１８回総会 
●総会＆学習会にご参加を！ 
第 18 回経営懇総会を、6 月 7～8 日に東京で開催

します。昨年度に引き続き、総会とあわせて学習会

を予定しています。ぜひ、会員外の方もお誘いいた

だき、ご参加ください。資料準備のため、事前にお

申し込みください（FAX かメール、電話でもかまい

ません）。 

●総会議案同封します 

 第 18 回総会の議案書を同封しますので、ご確認

ください。 

 

＜第 18回総会概要＞ 

＊と き 2015 年 6 月 7 日（日）～8 日（月） 

＊ところ 7 日:TKP 市ヶ谷／8 日:エデュカス東京 

＊内 容 

6／7～公定価格と民間保育園の運営【講師：村山

祐一（元帝京大学）、逆井直紀（保育研究所）】 

6／8～社会福祉法人「改革」問題をどうみるか【講

師：石倉康次（立命館大学）】 

6／8 午後より、総会 

＊参加費 会員 1000 円 会員外 3000 円 
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保育制度をめぐる動き 

●４/２０自治体むけ説明会 
４月 20 日に、内閣府は自治体向け説明会を開催

しました。今回は、新たな情報は殆んどありません

が、支払いや保育所の取り扱いについて、再確認さ

れた点をお知らせします。 

◆給付等の支払いについて 

 施設型給付等の支払いについては、これまでの保

育所と同様に、当月を含めた前払いが国から要請さ

れています。国は、あらためて市町村に事務連絡を

だして、前払いを徹底するように求めています（下

記に掲載）。 

保育所の場合は、委託費のため、利用者負担額を

請求書に明記する等の必要はありません。保育所以

外の直接契約施設・事業では、子どもの１人ごとの

公定価格から、利用者負担額を差し引いて、給付額

が決定します。そのため、一人ひとり違う利用者負

担額を請求書に明記するなど、事務処理量が増して

いることは明らかです。公定価格の決定も遅れ、自

治体の準備が間に合わず混乱している模様です。実

際に、保育所も含めて支払いを１か月遅れにしてい

る横浜市のような自治体もあります。 

もし、委託費の支払いが、後払いになっている場

合は、自治体に説明を求めましょう。 

 

2015（平成 27）年 4 月 9 日事務連絡 

施設型給付等の支払いについて（依頼） 

  

平素より、子ども・子育て支援施策の推進、子ども・子育て支援新制度の施行にご尽力いただき、ありが

とうございます。 

子ども・子育て支援新制度の施行に伴う施設型給付等（私立保育所に対する委託費、地域型保育給付を含む。

以下同じ。）の支払いについては、施設・事業者の事業運営に支障が⽣じることのないよう、下記の点に留意

の上、ご対応いただくよう特段のご配慮をお願いいたします。 

なお、各都道府県におかれましては、本事務連絡につきまして、貴管内市町村に周知していただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

記 

○ 平成２７年３月１０日付け事務連絡「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項（案）の送付について」においても依頼したとおり、施設型給付等に係る各種加算に

ついては、４月時点でその認定が⾏われていない状況も想定されますが、その際は、各施設・事業者からの

申請をもって暫定的に施設型給付等の⽀給を⾏い、加算の認定が⾏われた後に確定し、遡及して適⽤するな

ど、柔軟の対応をお願いします。 

○ 施設型給付等に係る各種加算については、加算の要件を満たす場合に加算されるものですが、施設型給

付等の性格上、加算の要件を満たしているにもかかわらず、市町村の独自の判断により加算を行わないとい

う取扱いは認められません。 

○ 施設型給付等の⽀給については、平成２７年２月３日付け事務連絡「施設型給付費等の⽀払について」

において、⾃治体の実情により必要と認められる場合には、毎月支給ではなく、数か月分をまとめて、あら

かじめ概算払いにより行っていただいても差し支えない旨をお⽰ししているところですが、この取扱いは、

あくまで前払いを想定したものです。もとより、子ども・子育て支援法施行規則第１８条においては、毎月

支給するものとされており、数か月分をまとめて後払いすることは認められませんので、そのような運用が

なされることのないよう、ご留意願います。                   （※下線は事務局） 
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◆保育所における利用者負担の滞納について 

保育所については、児童福祉法 24条 1項や、子ど

も・子育て支援法附則 6条等を受けて、新制度にお

いても従前どおり市町村責任での保育が実施されて

います。自治体の中には、この点を十分に理解して

いないと思われる状況も出ています。 

自治体によっては、保育所も直接契約の施設等と

同等の説明がされています。先月号でもお伝えした

ように、保育所が作成した重要事項説明書文書にお

いて、「保育料を滞納した場合は保育所を退所させ

る」という誤った記載をしていたケースがありまし

た。その文書の「ひな型」を市町村がつくっていた

というのであれば、行政内での新制度の理解が不十

分であると言わざるをえません。 

こうした問題が、国会で採り上げられたことで、

４月 20日の説明会では、「保育所については、公立・

私立を問わず保護者と市町村間との契約となるため、

市町村は児童福祉法に基づき保育所における実施義

務を負い、また、利用者負担の強制徴収の仕組みを

設けていることから利用者負担の滞納による利用契

約の解除をすることができない。」との文書が改め

て示されました。 

今後、24条 1項の形骸化を許さず、活かしていけ

るように、学びつつ、自治体にも徹底させていくこ

とが求められています。 

 

●「現場は混乱」～内閣府

の子ども・子育て会議開催 
5 月 21 日に、国の子ども・子育て会議が開催され

ました。新聞報道によれば、委員からは、新制度が

施行された 4 月以降、自治体や現場で混乱が起こっ

ているという指摘があった模様です。 

こうした指摘に対し、政府は、各地の課題など情

報を集め見直しの必要性等を会議にはかるという考

えを示しました。 

この会議の詳しい内容や資料は、まだ公開されて

いませんが、国としても混乱が起きていることを認

めざるを得ない状況であるといえます。それぞれの

地域で、園長会や連絡会等、集団で自治体に要望を

届け、国に実情を訴えるように要請しましょう。 

●休日保育問題 
先月号でもお知らせしたように、FAQ 第 8 版で、

休日保育の費用は公定価格に加算分として含むため、

保育料徴収はできない、と示されました。休日保育

を実施している園では混乱が広がっています。 

（FAQ は次ページに掲載）。 

◆岡山市 

 岡山市では、新制度施行後の休日保育の実施にあ

たり、実施園 5 園と市とで懇談を行いました。 

岡山市は、国が示すとおり公定価格に休日保育の

費用も含まれているとし、保育料の徴収はできない

ことと、市の休日保育の補助廃止を説明しました。

その結果、休日保育をやめる園も出ました。 

こういった状況のなかで、岡山県保育団体連絡会

で市と懇談を行った際、保護者から、各実施園が今

までと同じように休日保育を実施できるようにして

ほしい、との意見が出されました。市は「市として

も休日保育を実施する園がなくなったら困るので、

前向きに検討したい。国に要望もあげたい」と回答

しています。具体的にはまだ示されていませんが、

検討を約束しました。 

◆広島市 

 広島市では、私立の認可保育園で休日保育を実施

してきました。新制度実施以降は、公立保育園が休

日保育を実施することにしました。 

 

国は、各園で休日保育が必要な子どもに対応すれ

ばいいと考えているようですが、多くの地域で拠点

園で実施されている休日保育の実態とかけ離れてい

ます。岡山のように、各地でも自治体と実態をふま

えた懇談が必要です。 

休日保育の対応についても、自治体の動きをお知

らせください。 
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4 月 20 日自治体向け説明会資料より 

 

社会福祉法人「改革」 

に対するとりくみ 

●社会福祉事業の解体は

許さない！5.12院内集会 
5 月 12 日に、権利としての福祉を守る共同実行委

員会主催の院内集会と国会要請行動が行われました。

議員要請では、参加者が 3～4 人グループに分かれ

て、厚労・内閣の 126 人の議員を訪問しました。 

情勢学習では、日本障害者センターの山崎光弘理

事が、社会福祉法人アンケートにとりくんだ結果を

報告しました（15,121 か所に郵送して 2,156 件が

回答）。そのなかで、社会福祉法等の改正案の内容が

どの事業種別でも知られていないことが統計的にも

確認されたと説明しました。そのうえで、改正案で

は「地域の公益的なとりくみは努力義務とされたが、

だから安心とはいえない」、「余剰金は行政コントロ

ール次第で、生み出すことが可能」「福祉人材の処遇

はよくならない」と指摘。社会福祉法人に「安かろ

う悪かろうの公的福祉」を担わせようとしているこ

とを明らかにしました。 

 議員要請では、衆参の厚労・内閣委員 126 人を訪

問し、5 名の議員と直接懇談しました。秘書対応は

101 人でした。 

議員要請後、再び集まり、今後の活動を確認しまし
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た。 

今後は、①団体署名を厚労委員への FAX 要請運

動に切り替える、②今日の参加者が伝える役割を担

って各地方での共同運動を広げる、③法案審議が始

まったら、首都圏を中心に委員会傍聴を組織してい

く、以上 3 点を確認しました。 

最後に、愛知県民間社会福祉施設経営管理者会議

の石井一由記会長が、「戦争と福祉は相容れない」「万

が一法案が通っても、実際

にはその後に定められる政

省令の内容次第で決まる。

息の長いとりくみにしてい

きましょう」とあいさつし

て閉会となりました。 

 

＊団体署名（ニュース 4月号に同封）、まだ受け付け

ています。 

＊FAX 要請をとりくみましょう。 

下記の要請書と衆参の厚労委員の名簿を同封します。

要請書はコピーしてお使いください。理事・職員・

保護者・地域の園長会等、ひろげましょう。 

 

◆権利としての福祉を守る５．１２

院内集会に参加して 

広島・（福）愛児福祉会 石川幸枝 

この間緊急に集めた「社会福祉法等の改正に対

する緊急請願書」をもって、5.12 院内集会に参加

してきました。障害者の生活と権利を守る全国協

議会をはじめ、１１団体から２１０名の人たちが

集まり、衆議院会館の大会議室はいっぱいでした。 

今回の社会福祉法「改正」は、社会福祉法人に

「低額・無料のサービスの義務化」と「退職共済

への公的助成の廃止と報酬改定で営利企業との

イコールフッテイング」を押し付けようとするも

のです。国の狙いは、憲法２５条を蔑ろにして『安

かろう悪かろうの公的福祉』に変質させ、営利企

業には一部の富裕層を対象にした「保険原理に基

ずく福祉」で企業にしっかり利潤をあげてもらう

ことです。そして、「世界で一番企業が活躍しや

すい国づくり」に向けた第一歩とすることが、真

の狙いであることを学びました。 

集会後、衆・参国会議員への要請を行ないまし

た。その中で、議員も秘書もこの法案について殆

ど知らないことがよくわかりました。「とにかく、

我々保育関係者の中でもこの中味についてよく

理解されていない状況です。議員さんも、現場の

実情についてよく耳を傾けていただいて、拙速な

審議・決議をしないでいただきたい。」「保育士不

足は深刻な状況で、職員の処遇改善が最も重要だ

と言われながら、長年働いた結果受け取る退職金

が保障されないなどでは、ますます保育士のなり

手が無くなってしまいます。」などと訴えながら、

紹介議員になってほしいと伝えてきました。 

まだまだ間に合います。請願署名を集めながら、

社会福祉法人「改革」の動きと真の狙いを、地域

の園長会はじめ、広く保育関係者に知らせる取り

組みを、私たちの課題にしましょう。 
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各地のとりくみ・情報 

●新制度・公定価格につい

ての学習会を開催（４/１６） 

北海道経営懇 
北海道・のびろ保育園 菅原信子 

北海道経営懇話会では、保育研究所所長村山祐一

先生をお招きし、新制度についての学習会を開催し

ました。4 月の多忙な時期ではありましたが、全道

から 40 余名の参加があり、膨大な資料と、村山先

生初と言うパワーポインターを使っての中身の濃い

お話に、多くのことを学ぶことができました。 

まずは、新制度の特徴として「複雑にして、やり

方は自治体任せ。全体像は明らかにしていない。わ

からないはあたりまえ」と話され、納得の参加者で

した。 

新制度の「認定こども園」は従来の「認定子ども

園」とは別の制度であることが、周知されていない

こと。1 号・2 号認定子どもの公定価格単価の比較

では幼稚園と保育所の処遇の違いについて、保育日

数（幼稚園は、土曜日は時間外扱い、長期休暇も公

定価格に含まれている）事務作業や研修保障（幼稚

園は時間内）など、処遇の差に驚きの声が上がりま

した。また、質問にもありましたが、開所時間延長

促進事業は、公定価格基本部分に含まれるため廃止

となったが、11 時間の保育を保障する発想がない単

価であることと、幼稚園での預かり保育の給付との

違い等、制度の違いではくくれない内容であり、保

育士の処遇が冷遇され保育士不足の加速化、子ども

の保育の格差、保育の質の低下になりかねないこと

も明らかにされました。 

また、施設整備、開所時間分単価の中身、処遇改

善費について、療育加算についてなどの質問にも丁

寧に答えていただきました。参加者からは、「なるほ

ど、そういうことかというお話が聞けた」「保育士処

遇の話は、目からうろこだった」などの感想が寄せ

られました。 

スタートしたことでますます矛盾が見えてきた新

制度ですが、「わからないことがあたりまえ」の複雑

さを実感するとともに、「黙っていては、このままで

よしになる。この 3 年が大事。」という村山先生の

言葉に、さらに学んで制度をよくしていかなくては

いけない、と感じた学習会でした。 

【各地から】 

・小規模園が増え、例年に比べ 0 歳児入所が少ない。

（札幌） 

・兄弟関係で、4 月入所の下の子が、短時間認定に

なった。自治体が独自に補助を出している施設が

小規模施設になり、連携園になってほしいとの要

望がある。（旭川） 

・待機児童がいない。短時間の延長で、請求が大変

なので保育料はとらない園も。（函館） 

・「認定証」は 4 月になってから出された。4 月は例

年なみの入所だが、待機児童がいなく問い合わせ

がない。（北広島） 

・少し前に、村山先生に話に来ていただいき学習し

た。行政の担当者は若く、一緒にいろいろ考えて

いきたいと話されていた。（更別） 

●東京合研がんばろう！

決起集会／東京経営懇 
東京・緑丘保育園 桐山 研 

5 月 1 日メーデーの日に、書類提出の事務に追わ

れる中、30 名を超える園長や理事の方が集まり、東

京経営懇で合研を成功させるための決起集会を開催

しました。 
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すでに東京合研成功のために中心になって頑張っ

てくださっている園長先生たちから今の到達、課題、

今後の方針などが熱く語られました。 

実行委員長の近藤幹夫先生もかけつけてくださり、

声が出なくなってしまうくらい、あちこちに駆けつ

け、合研成功に向けて奮闘されている様子などをお

話ししてくださいました。 

東京経営懇の会長である和泉先生から、なかよし

保育園での合研に向けての取り組みの様子が話され、

合研参加費を稼ぐために「ふるさと直行便」として、

職員や父母、地域の方に、何か送ってもらえるもの

はないか？とお願いしたところ、長野や千葉、神奈

川などから、竹の子が 50 本、100 本と届き、園で

開いた合研のつどいでは、和泉先生は竹の子を売り

まくったというエピソードが語られました。 

また、おいしい日本酒の差し入れもあり、みんな

で少しずついただきました。 

最後は「合研成功のために、東京経営懇、団結し

てガンバロー」こぶしを突き上げ、終わりました。 

 

印象に残ったのは、園中に「ゴウケン」という言

葉が飛び交う中で、父母から「ゴウケン」ってなん

ですか？とたずねられた時がチャンスだ、というエ

ピソードです。より詳しく、合研のことを知っても

らうことができるのです。保育運動や合研のとりく

みを、呼吸をするくらい当たり前で自然に行ってい

る和泉先生の人柄がにじみ出る話でした。後日、自

分の園で子どもたちと昼食を食べているときに、 

「今度ゴウケンをやるんだ！」と話したら、子ども

たちが 

「ゴウケンって何？」ときいてきました。 

「楽しい素敵なこと！」と答えると 

「宝物？」と子どもたち。 

ゴウケン=宝物…確かに！と思いながら、和泉先生

を見習って、呪文のように「ゴウケン」を発信して

いきたいと思いました。 

 

 

＊東京・なかよし保育園の合研にむけてのとりくみ 

 4 月 26 日に、いけいけ GOKEN！4.26 なかよ

し祭りを開催。↑開催案内の手づくりポスター 

 

↑なかよし祭りの様子。 

ふるさと直行便として、広島からイカフライ、長野

からえのきだけ、川崎・金沢・千葉から大量のたけ

のこが届き、ミニバザーを開催。マジックショーや

荒馬踊りなど、写真をまじえて、祭りの様子が報告

されています。参加者は 100 人以上！ 
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保育団体の動き 

●沖縄県私保連～村山祐

一氏らを招き研修会開催 
4月 26日に、沖縄県私保連の園長研修会が開催さ

れ、保育研究所所長の村山祐一氏・理事の逆井直紀

氏が講師として招かれました。約 180名の園長先生、

職員の方が参加されていました。 

沖縄県私保連の玉城会長は、研修会の冒頭で、「保

育をめぐる状況を個々人がつかんで、どういう運動

をするか考えていかないと子どもたちの最善の利益

は守れない」として、積極的に制度学習をしながら

運動していくことを参加者に呼びかけました。 

翌日は、県中部の名護市にて、名護市社会福祉法

人立保育園連盟が主催する研修会が開催され、約 80

名が参加し、新制度の概要や公定価格の内容につい

て学習しました。 

沖縄県では、普天間基地の辺野古への移転反対を

県をあげて国に声をあげています。そういった沖縄

の状況もあってか、新制度についても、単純に国の

いうことを鵜呑みにしていいのか、という見方が一

定あるように感じました。今後の保育を考えるとき

に、それぞれの地域で保育園同士が一致できるとこ

ろから、声をあげていくことがカギを握っている、

と感じました。（事務局） 

 

沖縄県私保連玉城会長のあいさつ（要旨） 

保育制度が大

きく変わるが、公

の責任のもとで

保育を行なうこ

とが大事だと考

えている。特に、

運動の中で築いてきた24条1項の意味を再確認し

なければいけないと思ってきた。今日の研修会で、

先生方のお考えをきいて、保育運動をすすめていく

うえで一つの指針にしたい。 

行政から言われているから日々の保育をしていれ

ばいい、ではなく、公の責任をどう考えるかが重要

である。私たちは、沖縄県・国を背負う子どもたち

を育てる大事な役割をもっている。そういう役割を

ふまえて、今後の保育運動の形をどう考えるか。 

子ども・子育て支援法がモデルにしている介護保

険や障害者自立支援法のもとで企業参入がすすみ、

退職金共済の国の補助金が打ち切られる事態になっ

ている。国は、”大事な施設で働くみなさんを大事

に思っている、退職まで面倒をみる”という意思表

示の一つとして、退職金共済制度の補助を出してい

た。その補助が高齢者分野ではすでに打ち切られ、

今回、障害者分野でもなくなることになった。 

保育でもいずれ、24 条 1 項がなくなればそうな

る。そういったことも起こるのだと、想像しないと

いけない。それは、国の子育て支援の責任放棄、と

見るべきだろう。 

我々が運動もせず現状に安住していると、そうい



9 

うところに流れていく危険があることを認識しなけ

ればいけない。社会の動きに乗るだけでなく、子ど

もの最善の利益を保障するために、我々はどういう

運動をしていかないといけないのか、そういうこと

を考えるために、今日の研修会を力にしてほしい。  

将来を見据えて子どもたちのために、個々人の動

きをどう結集し運動していくか考えあおう、そうい

う思いで研修会を開催した。 

（文責・事務局） 

 

●全保連総会開催～保育

制度の大転換期、合研やちい

なかでつながりを広げながら、

より良い保育をめざそう！ 
５月 16～17日に、全国保育団体連絡会（全保連）

の第 38回総会が、保育プラザにて開催されました。 

全国 36都道府県の連絡会と、経営懇も含めた 6つの

全国団体から、90人の参加がありました。 

 新制度がスタートし、保育制度の実態が自治体ご

とに様々であることが明らかになりました。そうい

った状況をつかみ、他の自治体とも交流することが

重要であることを確認しあいました。 

 保育制度が大きく変わろうとする時期だからこそ、

園の中でも、園を超えた地域でも、保育実践を語り

あい、一緒に子どもたちのことを考えあう関係を、

ていねいにつくっていくことが求められています。

そのためにも、合研集会や『ちいさいなかま』を活

用していこう、と提案されています。 

 経営懇の会員園の方も、全国各地の保育連絡会の

中心メンバーとして、この総会に参加されていまし

た。経営懇からは、2014

年度に全国の民間保育園

に『24条 1項にもとづき

保育所経営を貫きましょ

う』のリーフを作成し届

けた活動など、この間の

活動を、安川副会長が発言しました。 

 合研集会の論議のなかで、経営懇の石川会長は、

次のように発言しました。 

「合研は、行った先で語りあう事が大事だと思う。

一緒に参加すると、保護者ともいろいろな話ができ

る。参加した保護者は秋からの運動にも積極的に参

加し引っ張っていく人になってくれる。合研を単な

る研修の一つとせず、保育園を育てる、一緒に運動

をしていくように変える、という願い・ねらいをも

って、合研にとりくんでいくことが必要ではないか。 

 経営懇の役員会でも合研集会の意義を再確認しあ

った。経営懇は、合研集会の中からうまれた。合研

集会の夜に、園長たちが集まって自主交流会を続け

ていたのがもとになり、経営懇が生まれた。そうい

った歩みを振り返りつつ、今後、合研での自主交流

会も計画したいと話している。」 

 また、全保連総会 1日目の夜には「保育と平和の

集い」が開催されました。保育園の保護者が企画し

た「憲法カフェ」のとりくみ（さいたま市）など、

園や地域での平和のとりくみを交流し合い、2 日目

には緊急アピールを採択しました。 

ミニ獅子頭づくり 

～保育と平和の集いにて 
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＜連載・第 12 回＞ 

 
社会保険労務士・松田康子（第一経理） 

 

番外編：マイナンバー制度 その１  

今年の 3月から、マイナンバー制度について政

府広報が始まりました。内閣官房長のＨＰにもマ

イナンバーについて情報が掲載されています。今

月からマイナンバーについてご紹介したいと思

います。 

 

☆マイナンバー制度ってなに？ 

正確には、「社会保障・税番号制度」と呼ばれ

るもので、住民票を有する全ての人に１人１つの

番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で

効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個

人の情報が同一人の情報であることを確認する

ために活用されるものです。 

 つまり、1 人 1 人にマイナンバー（個人番号）

を振ることで、複数の機関に存在する個人情報を

紐づけ、各機関間での情報連携を可能にする制度

です。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の

利便性を高め、公平・公正な社会を実現すること

を目的としています。 

（↓内閣府ホームページより引用） 

  

 

マイナンバー制度は平成 28 年 1 月から、①社

会保障（年金、労働、医療、福祉）、②税、③災

害対策 、の分野からスタートし、これらの行政

手続きでマイナンバーが必要になります。 

例えば、社会保障では、年金、雇用保険の資格

取得や確認、給付、児童扶養手当の支給など。税

では、源泉徴収票など。災害対策は、被災者の生

活再建支援金の支給など です。 

 

☆マイナンバーってなに？ 

 マイナンバーは、住民票コードを変換して得ら

れる番号です。対象となるのは、住民票を有する

全ての人です。つまり、日本国籍を有する人だけ

でなく、中長期滞留者や特別永住者等の外国籍の

人も住民票を有していれば対象になります。また、

1 度付番されたマイナンバーは、原則一生変更さ

れません。ただし、漏洩など不正に使用される恐

れがある認められるときは、本人による請求また

は市町村長の職権により、新たなマイナンバーを

指定し、通知カードにより通知されます。 

 法人に関しては、法人登記を行っている法人に

は全て「法人番号」が付番され、税・社会保障に

関する手続きにおいてはマイナンバーと同様に

法人番号は必須になります。通知は、登記上の本

店所在地に送付されます。 

 

☆マイナンバーはいつ通知されるの？ 

平成 27年 10月以降、市区町村から住民票住所

に「通知カード」が各世帯分取りまとめて簡易書

留で届けられます。通知カードには、12桁のマイ

ナンバーの他、氏名、住所、生年月日、性別が記

載されています。職員さんには、通知カードが送

付されること、住民票住所と異なるところにお住

まいの方がいる場合は、住民票を現住所に変更す

るよう声掛けしたほうがいいでしょう。また、届

いたマイナンバーは、一生使用するものです。大

切に保管・管理しましょう。 



11 

平成 28 年 1 月から希望者に対しては、申請に

より「個人番号カード」が市区町村から交付され

ます。申請書は、通知カードに同封されており、

手数料は無料。市区町村の窓口で本人確認の上、

交付されます。 

個人番号カードは、各種手続きにおける個人番

号と身元確認の手段になり、表面は、身分証明書

として活用できます。なお、通知カードと個人番

号カードの両方は保有できないので、通知カード

は返納することになります。 

 

「通知カード」と「個人番号カード」の違い 

 
材質等 顔写真 発行時期 

現在予定されている仕様 

通知 

カード 

紙 なし 
平成 27年 

10月～ 

・自治体の全住民へ郵送 

・氏名、住所、生年月日、性別、マイナン

バーを記載 

・これだけでは本人確認できないため、身

分証明書が必要 

個人番号カ

ード 

（ IC カー

ド） 

プラスチ

ック 
あり 

平成 28年 

1月～ 

・市区町村への申請が必要 

・表面に、氏名、住所、生年月日、性別、

顔写真、裏面にマイナンバーを記載 

・これだけで本人確認できる 

 

 

☆法人は、どのような対応が必要ですか？ 

次のような対応が必要になります。 

1) 対象者のマイナンバーの収集と本人確認 

職員（パートやアルバイトを含む）とその扶

養家族の番号の取得が必要になります。また、

職員から番号の提供を受ける際は、本人であ

ることを確認することが義務付けられてい

ます。 

 

2) マイナンバーの記載が必要な書類の確認 

平成 28 年 1 月以降提出分から給与の源泉徴

収票、扶養控除申告書、支払調書等の税務関

係書類、雇用保険手続きに必要になります。 

平成 29 年 1 月から健康保険・厚生年金保険

手続きで必要になります。 

 

3) マイナンバーの情報管理と安全対策 

マイナンバーは重要な個人情報になります。

漏洩等が起こらないようセキュリティ対策

や管理方法等を検討する必要があります。 

 

次回は、マイナンバー収集時の本人確認や保管

についてご紹介します。 

 

 

※マイナンバー制については、プライバシー保

護や、導入に伴う対応の周知が徹底されていない

といった問題も含めて、課題が多いことも指摘さ

れています。まず、国がすすめようとしているマ

イナンバー制度の内容を把握しつつ、問題点・課

題は何か、見極めていきましょう。（事務局） 
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当面の課題 

●第 18回総会＆学習会 

ぜひ、ご参加ください！ 
新制度がはじまって、もうすぐ 2 ヶ月。

今、おこっている問題を出しあい学ぶとと

もに、今後の活動について、意見をかわし

ましょう！ 

まだ、席数に空きがありますので、是非

お申込みください。  

●自治体の動き・方針をつ

かみ地域で働きかけを 
＊自治体の状況を 

園長会等地域で確認・共有を 

自治体がやるべき作業も膨大で、短期間

での準備を迫られ混乱状態です。疑問や

不明点はその都度確認し、なるべく園長

会等、地域全体で確認・共有しましょう。

園長会の役割は重要です。 

●自治体の状況を 

お知らせください！ 
自治体の新制度に関する動き、疑問点等

を、経営懇までお知らせください。全国的

な交流のなかで、問題点や改善点を明らか

にしましょう。また、先進的な自治体の動

きを学び、各地のとりくみに活かしましょ

う。 

●新制度の学習を！ 
新制度施行後、具体的な問題・課題が明

らかになってきています。繰り返し、新制

度の学習をしながら、改善にむけた運動を

強めていくことが重要です。保護者会や職

員、理事の方たちにも伝えていきましょう。 

 

★お知らせ 
保育プラザ研修のご案内 

～新人研修・中堅研修～ 
新設園が増え新しい職員も増える一方で、世代

交代が課題となっています。よりよい保育、園運

営をおこなっていくために、大切にしたい視点・

課題について、学び考えあいたいと思います。少

人数で講義とグループ討議をじっくり行い、一人

ひとりの悩みや疑問にていねいに対応し、充実し

た交流が行えるよう、計画しています。 

案内書を同封しました。ぜひ、ご活用ください。 

 

★経営懇会員をひろげよう！ 

同封の総会議案にも報告されているように、

2014年度には、３１園の保育園が新たに会員にな

りました。保育制度が大きく変わる今、子ども本

位の制度になるように、手をつなぎ声をあげてい

くことが必要です。それぞれの地域で、一緒に声

をあげていくためにも、全国的に交流しながら励

ましあっていきましょう。 

経営懇リーフレットや入会のご案内等をお送

りしますので、必要な方はご連絡ください。 

 

★同封資料～ご確認ください★ 

①第 18回経営懇総会 議案 

②社会福祉法「改正」についての FAX要望書

と要請先 FAX一覧表 

③研修会のご案内（新人研修・中堅研修） 

 

 


